
記者発表資料 

県内２箇所にて自転車通行環境のモデル地区に取り組みます 

 
   国土交通省と警察庁では、自転車通行環境整備の模範

となるモデル地区を募集し、本年１月 17 日、全国で

98 箇所指定しました。 

また四国では、８箇所が指定されました。 

 （徳島県２箇所、香川県２箇所、高知県２箇所） 

愛媛県内では、松山地区（松山市）、壬生川
に ゅ う が わ

地区（西

条市）の２地区がモデル地区に指定され、今後自転車を

歩行者や車と分離するなど積極的な自転車通行環境の

整備を実施します。 

（別添地区概要参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成２０年１月 17 日 

「自転車通行環境の整備」に関する推進会議 
愛媛県警察本部 

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所 

国土交通省 四国地方整備局 大洲河川国道事務所 

愛媛県 土木部 

松山市 都市整備部 

西条市 建設部 

問い合わせ先 

（施策・規制関係） 

愛媛県警察本部 交通部 交通規制課       ℡ 089-934-0110 

交通規制課次長    森
もり

  正典
まさのり

       ［内線 726-341］

（施策関係） 

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所 ℡ 089-972-0034 

事業対策官     登坂
と さ か

 啓二
け い じ

              ［内線 208］

       ○ 道路管理第二課長  竹内
たけうち

 尚之
なおゆき

             ［内線 441］

愛媛県 土木部 道路都市局 道路維持課       ℡ 089-941-2111 

           道路維持課長    松本
まつもと

 正二郎
しょうじろう

     ［内線 4435］

（松山地区） 

松山市 都市整備部 総合交通課         ℡ 089-948-6444 

         総合交通課長    桝田
ま す だ

 二郎
じ ろ う

         

（壬生川地区） 

西条市 建設部 建設道路課           ℡ 0897-56-5151 

         建設道路課長    藤田
ふ じ た

 雅弘
まさひろ

  

    ※なお、本記者発表は、愛媛県警察と合同で記者発表しています。 

    ※○印：主な問い合わせ先 
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松山地区における整備概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自転車道を整備し、歩行者と自転

車を分離することにより、歩行者・

自転車の安全で快適な通行が可能

になります。 

現況写真 

歩道

自転車道 

整備手法
整備済み

(平成19.12現在）
平成21年度末迄

整備予定
平成22年度以降

整備予定

自転車道の整備

自転車レーンの設置

自転車歩行者道における
走行位置の明示

自転車歩行車道の整備

その他

●平和通り（自転車道の整備）

●実施主体  愛媛県警察、松山河川国道事務所、愛媛県、松山市 

●実施内容 

 
現

石手川
松山城 

環状線 

R11 
R56

R196 

平和通り（自転車道の整備）況写真 
 

松山市内中心部の駅、公共施設、公園

などを結ぶ路線において、自転車走行空

間ネットワークを構築する。あわせて自

転車の通行ルールの周知を図る啓発活

動を行い自転車事故の防止を図る。 

自転車道の整備予定箇所の路線（平和

通り 1,820m）においては、現在、自

転車と歩行者の通行部分は視覚的に分

離されている。今後、構造的に分離する

方法について道路管理者と公安委員会

で協議検討を行っていく予定である。 
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 壬生川地区における整備概要 

 
 
③ 
３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

・

 

 

 

 

 

 

●実施主体  愛媛県警察、松山河川国道事務所、愛媛県、西条市 

●実施内容 
 西条市内の壬生川駅と国道１９６号を結

ぶ道路では、自転車は車道や歩道上を走

行し、歩行者との錯綜が発生している。自

転車・歩行者の分離を図るため、同路線

(500m)において車道上に自転車レーンを

設置する。また、あわせて通行ルールの

周知徹底を図るため、民間と連携した啓

発活動を行い、自転車・歩行者の通行の

安全を確保する。 

 

 

 

 

 

 
 

市道駅正面線（自転車レーンの整備） 

ＪＲ壬生川駅

R196 

(主)壬生川丹原線 

●市道駅正面線（自転車レーンの整備）

3.50 13.00 3.50

0.755.755.750.75

車道部

（単位：ｍ）

3.50 3.50

車道部

1.50 1.5010.00

1.50 1.503.503.50

歩行者専用 歩行者専用 歩行者専用 自転車専用 自転車専用 歩行者専用

（供用前） （供用後）

歩行者道 歩行者道歩行者道 歩行者道

現況写真 

歩道 

自転車レーン 

 自転車レーンを整備すること

により、それまで歩道を通行し

ていた自転車が車道上の自転車

レーンを通行することにより、

歩行者・自転車の安全で快適な

通行が可能になります。 



参考資料 

県内の自転車をとりまく環境 
・県内の自転車が絡む人身事故は平成

おり、死者数は 12

19 年中は 1805 件で、全体の 17.6％を占めて

人で全体の 14.3％を占めています。 

12 88

1805 8457

0% 50% 100%

死者数（人）

発生件数（件）

愛媛県の自転車事故発生状況（Ｈ１９年）

自転車

自転車以外

 
・自転車事故のうち高齢者が約 26％を占め最多となっており、次いで高校生の順と 

なっています。死者数は、高齢者が 83.3％を占めています。 

10 2

462 302 1251214 791
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自転車の当事者別事故発生状況（Ｈ１９年）

高齢者

高校生

中学生

小学生

幼児

その他

 
・自転車事故の件数は、市町道等で全体の約 63％を占め最多、次いで県道の順になっ

ており、死者は国道・県道・市町道等で各４人になっています。 
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自転車事故の道路別発生状況（Ｈ１９年）

国道

県道

市町道等

 
・愛媛県の自転車保有率は、0.55 台／人で全国 12 位となっています。（平成 18 年） 

県内の取り組みに至る背景 
・自転車事故の対策として、自転車歩行車道の整備や普通自転車歩道通行可の交通規制

により、自転車と自動車の分離を図ってきました。 

・しかし、安全な自転車走行空間の不足や自転車のマナーの悪さにより、自転車が無秩

序に歩道を通行するなどして歩行者との錯綜が生じ、歩行者の安全な通行の妨げとな

っています。 

・そこで、自転車や歩行者が安全で快適に通行できる環境を整備するべく、警察と国・

県・市町の道路管理者が一体となって、車道と歩道の間に自転車道や自転車レーン等

ー向上のため積極的な啓発活動や安全指導活動も行って参ります。 

 

を整備して、自転車の歩行者や自動車との分離を進めて行くとともに、自転車のマナ

 


